
 

 

 

 

札幌市職員の懲戒処分について 

 

このたび事実関係の確認を終えました下記の不祥事につきまして、関係職員

の懲戒処分をいたしました。 

 

記 

 

１ 不祥事の概要 

被処分者は、平成２５年１０月３日（木）７時４２分頃、自家用車にて出勤

途中、車道から左折して駐車場に進行しようとしたところ、進行方向右側から

歩道上を直進してきた自転車に自車前部を衝突させて、被害者を自転車もろと

も路上に転倒させ、被害者に加療約３４５日間を要する怪我を負わせたとして、

平成２６年７月２３日（水）、札幌地方検察庁から札幌地方裁判所に自動車運

転過失傷害の罪により起訴されるという事故を引き起こした。 

このような行為は、地方公務員法で規定される信用失墜行為の禁止に違反す

るとともに、全体の奉仕者としてふさわしくない非行に該当する。 

また、被処分者の当時の所属長は、当該事故発生の事実を札幌市服務管理員

等設置要綱の規定に基づき、直ちに総務局長に報告するために必要な事務処理

等を行うべきところ、認識不足等により必要な事務処理等を十分に行わなかっ

た。 

 

２ 処 分 日 

平成２６年８月２５日（月） 

 

３ 被処分者 

  建設局一般職   男性（６０歳代）   減給３月 

（被処分者は同日付で依願退職） 

    

４ 管理監督者に対する措置 

 都市局課長職   男性（５０歳代）   口頭厳重注意 

  （事件当時は建設局課長職） 

 

  【問合せ：総務局職員部人事課長(電話 211-2072)】 


